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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成25年7月25日(2013.7.25)

【公開番号】特開2011-259348(P2011-259348A)
【公開日】平成23年12月22日(2011.12.22)
【年通号数】公開・登録公報2011-051
【出願番号】特願2010-133838(P2010-133838)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/25     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/145    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/25    　　　Ｃ
   Ｈ０３Ｈ   9/145   　　　Ｃ
   Ｈ０３Ｈ   9/145   　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月11日(2013.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板内部を板波が伝搬するようにオイラー角（０±２°、３５～４０°、０±２°）に
よってカット形成された水晶基板と、この水晶基板の表面に板波を励振させる少なくとも
１つの励振電極とを備え、前記水晶基板から位相速度が４５００～６０００ｍ／ｓの範囲
の板波を選択して振動モードとしたことを特徴とする弾性波素子。
【請求項２】
　基板内部を板波が伝搬するようにオイラー角（０±２°、３５～４０°、０±２°）に
よってカット形成された水晶基板と、この水晶基板の表面に板波を励振させる少なくとも
１つの励振電極と、裏面に周波数の調整を行う周波数調整膜とを備え、前記水晶基板から
位相速度が４５００～６０００ｍ／ｓの範囲の板波を選択して振動モードとしたことを特
徴とする弾性波素子。
【請求項３】
　前記水晶基板の板厚をＨ、板波の波長をλとした場合に、
規格化された板厚Ｈ／λが、１．０００＜Ｈ／λ＜１．３５０の範囲である請求項１又は
２に記載の弾性波素子。
【請求項４】
　前記励振電極がＡｕを主成分とする材料からなり、
この励振電極の膜厚をＨｓ、板波の波長をλとした場合に、
規格化された励振電極の膜厚Ｈｓ／λが、０．００３＜Ｈｓ／λ＜０．０２０の範囲であ
る請求項１又は２に記載の弾性波素子。
【請求項５】
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　前記励振電極がＡｌを主成分とする材料からなり、
この励振電極の膜厚をＨｓ、板波の波長をλとした場合に、
規格化された励振電極の膜厚Ｈｓ／λが、０．０２０＜Ｈｓ／λ＜０．１５０の範囲であ
る請求項１又は２に記載の弾性波素子。
【請求項６】
　前記周波数調整膜がＡｕを主成分とする材料からなり、
この周波数調整膜の膜厚をＨｂ、板波の波長をλとした場合に、
規格化された周波数調整膜の膜厚Ｈｂ／λが、０．００１＜Ｈｂ／λ＜０．０２０の範囲
である請求項２に記載の弾性波素子。
【請求項７】
　前記周波数調整膜が金属材料又は誘電材料からなり、
前記周波数調整膜の膜厚をＨｂ、板波の波長をλ、周波数調整膜の密度をρ（ｋｇ／ｍ３
）とした場合に、
規格化された周波数調整膜の膜厚密度ρＨｂ／λが、０＜ρＨｂ／λ≦３８６．４の範囲
である請求項２に記載の弾性波素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明の弾性波素子は、基板内部を板波が伝搬するようにオイラー角（０±２°
、３５～４０°、０±２°）によってカット形成された水晶基板と、この水晶基板の表面
に板波を励振させる少なくとも１つの励振電極と、裏面に周波数の調整を行う周波数調整
膜とを備え、前記水晶基板から位相速度が４５００～６０００ｍ／ｓの範囲の板波を選択
して振動モードとしたことを特徴とする。
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